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契約業者は、当該機器の製造企業で
あり、保守において必要な技術及び部
品を有する者が契約業者のみであるこ
とから、契約の性質又は目的が競争を
許さない場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

体外衝撃波結石破砕装
置保守

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年6月1日

ドルニエメドテックジャパ
ン株式会社

東京都品川区上大崎3-
8-5目黒エステートビル

¥1,628,000

予定価格が160万円をこえない財産の
買入であるため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第2号）

テレワークブース 2

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年5月31日

株式会社デバイスエー
ジェンシー

大阪府大阪市西区南堀
江4-17-18 原田ビルディ
ング1階

¥3,516,700

契約業者は、当該機器の製造企業で
あり必要な技術および保守部品を有す
る者が契約業者のみであることから、
契約の性質が競争を許さない場合に
該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

メガダイン排煙装置 3

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年5月23日

株式会社栗原医療器械
店 成田営業所

千葉県成田市郷部1350
番

¥1,386,000

当該機器は既存のサーバーおよび本
体に接続するため競争を許さないに該
当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

ヘモクロンシグニチャーエ
リート（微量血液凝固計）

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年5月23日

田商事株式会社 千葉営
業所

千葉県船橋市東船橋4丁
目33-1

¥1,306,800

予定価格が160万円をこえない財産の
買入であるため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第2号）

Ｆ３病棟改修工事に伴う
モニタリングシステム追
加整備

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年5月26日

株式会社勝倉医科器械

東京都江戸川区北小岩
2-35-3

¥22,550,000

医療事故防止の観点から機種同一を
図っていることから、随意契約とする。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

左記の契約
金額には配

送費
（￥33,000円）

を含む。

手術室系統空調用加湿
器の更新工事

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年5月8日

ウエットマスター株式会社
　
東京都新宿区中落合3丁
目15番15号

¥2,497,000

予定価格が250万円をこえない工事又
は製造をさせるときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第1号）

ＩＶスタンド 80

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年5月17日

株式会社勝倉医科器械

東京都江戸川区北小岩
2-35-3

¥1,749,000

契約業者は、本件工事を実施した業者
であり、本件ネットワーク仕様を熟知し
ており、保守を実施するための知識と
技術を有するのは契約業者のみであ
ることから、契約の性質が競争を許さ
ないときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

病理診断支援システムの
保守契約（ソフトウェア）

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年5月1日

武藤化学株式会社
東京都文京区本郷2-10-
7

株式会社勝倉医科器械
東京都江戸川区北小岩
2-35-3

¥1,188,000

契約業者は、当該機器の製造企業か
らの指定企業であり、当該保守におい
て必要な技術及び保守部品を有する
者が契約業者のみであることから、契
約の性質が競争を許さないときに該当
するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

ネットワーク機器保守 1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年4月1日

株式会社きんでん 東京
支社

東京都品川区東五反田
5-25-12

¥11,000,000

その他
必要事項

(備考)

高圧蒸気配管減圧弁の
交換工事

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年4月28日
三機工業株式会社

東京都中央区明石町8-1
¥1,210,000

予定価格が250万円をこえない工事又
は製造をさせるときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第1号）
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契約業者は、当該機器の製造企業か
らの指定企業であり、当該保守におい
て必要な技術及び保守部品を有する
者が契約業者のみであることから、契
約の性質が競争を許さないときに該当
するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

内視鏡洗浄消毒器の保
守契約

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年7月31日

株式会社イノメディックス 
千葉営業所

千葉県千葉市中央区都
町2-7-3

¥1,855,040

予定価格が160万円をこえない財産の
買入であるため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第2号）

超音波診断装置用プロー
ブ

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年7月28日

株式会社勝倉医科器械

東京都江戸川区北小岩
2-35-3

¥1,595,000

予定価格が160万円をこえない財産の
買入であるため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第2号）

エアハンドリングユニット
用中性能フィルターの購
入

164

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年7月30日

金座商事株式会社

東京都千代田区飯田橋
4-6-9

¥1,320,000

契約業者は、当該システム開発業者
の指定企業であり、契約の性質が競争
を許さない場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条4項）

手術台 2

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年6月29日

株式会社勝倉医科器械

東京都江戸川区北小岩
2-35-3

¥15,730,000

当該機器は既に整備している機器と同
一メーカーであり、医療事故の観点か
らメーカー同一を図っていることから、
競争を許さない場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

眼科部門システム（Claio）
の保守契約

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年6月15日

株式会社ジャメックス

東京都豊島区巣鴨1-46-
1

¥2,178,000

契約業者は、当該機器の納入業者で
あり、メーカー指定の業者であることか
ら、契約の性質又は目的が競争を許さ
ない場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

※年２回

送信機 3

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年6月13日

日本光電工業株式会社 
東関東支店

千葉県千葉市中央区末
広4-21-21

¥3,095,070

契約業者は、当該機器の製造企業で
あり必要な技術および保守部品を有す
る者が契約業者のみであることから、
契約の性質が競争を許さない場合に
該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

手洗装置の点検 32

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年6月13日

株式会社勝倉医科器械

東京都江戸川区北小岩
2-35-3

¥4,327,400

契約対象は契約業者独自の提供サー
ビスであるため、契約の性質が競争を
許さないときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

超音波プローブ支持具 1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年6月15日

株式会社千代田テクノル

東京都文京区湯島1-7-
12

¥2,090,000

契約業者は、当該機器の製造企業で
あり必要な技術および保守部品を有す
る者が契約業者のみであることから、
契約の性質が競争を許さない場合に
該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

病院ダッシュボードχ利
用契約

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年6月7日

株式会社グローバルヘ
ルスコンサルティング・
ジャパン

東京都新宿区六丁目27-
30　新宿イーストサイドス
クエア5階

¥1,815,000

カラー印刷機 1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年6月8日

チバビジネス株式会社

千葉県千葉市緑区古市
場51

¥3,080,000

契約業者は、当該保守において必要
な技術および保守部品を有する者が
契約業者のみであることから、契約の
性質が競争を許さない場合に該当する
ため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）
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¥2,380,000

予定価格が250万円をこえない工事又
は製造をさせるときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第1号）

超音波診断装置用プロー
ブ

2

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年11月1日

キヤノンメディカルシステ
ムズ株式会社

千葉県千葉市美浜区中
瀬2丁目6番1号

¥2,750,000

契約業者は、当該機器の製造企業で
あり、当該保守において必要な技術お
よび保守部品を有する者が契約業者
のみであることから、契約の性質が競
争を許さない場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

超音波画像診断装置 1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年10月3日

富士フイルムメディカル株
式会社

東京都江東区有明3-5-7

¥2,970,000

契約業者は、当該機器の製造企業で
あり、当該保守において必要な技術お
よび保守部品を有する者が契約業者
のみであることから、契約の性質が競
争を許さない場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

砕石敷き込み工事

予定価格が160万円をこえない財産の
買入であるため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第2号）

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年10月10日

株式会社創家

千葉県富里市七栄532-
264

マットレス 43

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年9月15日

株式会社勝倉医科器械

東京都江戸川区北小岩
2-35-3

¥1,570,800

予定価格が250万円をこえない工事又
は製造をさせるときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第1号）

硬性内視鏡 1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年9月15日

株式会社勝倉医科器械

東京都江戸川区北小岩
2-35-3

¥1,501,500

予定価格が160万円をこえない財産の
買入であるため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第2号）

G棟空調機用冷温水発生
器の部品交換工事

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年9月21日

パナソニック産機システ
ムズ株式会社

東京都墨田区押上1-1-2

¥1,915,000

契約業者は、当該機器の製造企業で
あり必要な技術および保守部品を有す
る者が契約業者のみであることから、
契約の性質が競争を許さない場合に
該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

空調機用温度指示調節
器
交換工事

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年9月5日

日本電技株式会社
千葉支店

千葉県千葉市
美浜区中瀬1-3
幕張テクノガーデン
B棟4F

¥1,980,000

予定価格が250万円をこえない工事又
は製造をさせるときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第1号）

間接変換ＦＰＤシステムの
保守契約

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年8月31日

富士フイルムメディカル株
式会社

東京都江東区有明3-5-7

¥8,800,000

予定価格が250万円をこえない工事又
は製造をさせるときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第1号）

手術室系統空調機用加
湿器の更新工事

2

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年8月19日

ウエットマスター株式会社

東京都新宿区中落合3丁
目15番15号

¥2,497,000

予定価格が250万円をこえない工事又
は製造をさせるときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第1号）

A棟病棟水漏れ対策補修
工事

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年8月10日
小林建設株式会社

千葉県成田市大清水128
¥1,980,000

A棟５階東病棟照明器具
更新工事

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年7月29日
三機工業株式会社

東京都中央区明石町8-1
¥1,848,000

予定価格が250万円をこえない工事又
は製造をさせるときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第1号）
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予定価格が250万円をこえない工事又
は製造をさせるときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第1号）

F棟5階インターネット環
境整備とインターネット機
器の更新工事

178

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年1月10日

銚子インターネット株式会
社

千葉県銚子市中央町12
番地13

¥11,077,000

機器の更新にあたっては、既存イン
ターネット設備を運用しながらの更新と
なることから、当院の設備に熟知して
いる必要がある。また、セキュリティ確
保に特別な配慮を必要とするシステム
であり、利用環境等詳細な仕様を公開
することはセキュリティ確保の観点から
問題であることから保守契約会社以外
に工事を行うことが出来ないため、契
約の性質又は目的が競争を許さない
場合に該当するため（日本赤十字社会
計規則第36条3項）

C棟3階ウォシュレット取り
付け工事

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年12月21日
三機工業株式会社

東京都中央区明石町8-1
¥1,540,000

予定価格が250万円をこえない工事又
は製造をさせるときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第1号）

救急外来前外灯修繕工
事

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年12月25日
株式会社高岡電機店

千葉県成田市東和田201
¥1,606,000

予定価格が250万円をこえない工事又
は製造をさせるときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第1号）

手術室8番床の改修工事 1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年12月27日

大成建設株式会社

東京都新宿区西新宿一
丁目25番1号　新宿セン
タービル

¥1,540,000

予定価格が160万円をこえない財産の
買入であるため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第2号）

職員用駐車場（テニス
コート）照明器具修繕

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年12月19日
株式会社高岡電機店

千葉県成田市東和田201
¥1,078,000

予定価格が250万円をこえない工事又
は製造をさせるときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第1号）

システム顕微鏡 1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年12月26日

株式会社勝倉医科器械

東京都江戸川区北小岩
2-35-3

¥1,056,000

予定価格が250万円をこえない工事又
は製造をさせるときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第1号）

システム顕微鏡 1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年12月26日

株式会社勝倉医科器械

東京都江戸川区北小岩
2-35-3

¥1,056,000

予定価格が160万円をこえない財産の
買入であるため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第2号）

F・G棟冷却水系機器及び
軟水器樹脂交換工事

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年12月11日

横山商事株式会社

千葉県船橋市西船5-26-
25

¥1,034,000

予定価格が250万円をこえない工事又
は製造をさせるときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第1号）

消毒滅菌機の検査前整
備

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年11月15日

株式会社勝倉医科器械

東京都江戸川区北小岩
2-35-3

¥2,008,380

予定価格が250万円をこえない工事又
は製造をさせるときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第1号）

A棟空調用温水ポンプの
整備

3

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年11月30日

株式会社ハリマビステム

神奈川県横浜市西区み
なとみらい2丁目2番1号 
横浜ランドマークタワー16
階

¥2,200,000

物流管理システムの更新 1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和5年11月6日

テック情報株式会社

徳島県板野郡板野町犬
伏字東谷6番地33

¥5,830,000

契約業者は、当該機器の構成を熟知
しており、トラブル発生時の復旧対応
等を含めた運用業務を遂行可能な業
者は契約業者のみであるため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条11号）
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52

予定価格が250万円をこえない工事又
は製造をさせるときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第1号）

A棟2階外来診察室化粧
板貼り工事

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年2月26日
小林建設株式会社

千葉県成田市大清水128
¥2,145,000

予定価格が250万円をこえない工事又
は製造をさせるときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第1号）

職員用駐車場照明器具
修繕

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年2月5日
株式会社高岡電機店

千葉県成田市東和田201
¥1,291,400

依頼業者は、当該機器の構成を熟知
しており、トラブル発生時の復旧対応
等を含めた円滑な運用業務を遂行可
能な業者は依頼業者のみであるため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第11号）

CARTO３システムの保守
契約

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年2月20日

アイティーアイ株式会社　
千葉支店

千葉県千葉市中央区富
士見1-15-8

¥47,300,000

契約業者は、当該機器の納入業者で
あり、メーカー指定の業者であることか
ら、契約の性質が競争を許さない場合
に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

※3年契約

生体情報モニター 1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年2月16日

株式会社イノメディックス 
千葉営業所

千葉県千葉市中央区都
町2-7-3

¥4,235,000

契約業者は、当該機器の納入業者で
あり、当該メーカーにおける千葉県内
唯一の技術認証を得た代理店である。
保守においては十分な技術・能力が必
要であり、契約の性質が競争を許さな
い場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

※3年契約

生体情報モニタの保守契
約（感染症病棟）

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年2月8日

株式会社イノメディックス 
千葉営業所

千葉県千葉市中央区都
町2-7-3

¥3,104,640

契約業者は、当該機器の納入業者で
あり、当該メーカーにおける千葉県内
唯一の技術認証を得た代理店である。
保守においては十分な技術・能力が必
要であり、契約の性質が競争を許さな
い場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

※3年契約

生体情報モニタの保守契
約（手術室）

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年2月8日

株式会社イノメディックス 
千葉営業所

千葉県千葉市中央区都
町2-7-3

¥9,143,640

契約業者は、当該機器の納入業者で
あり、当該メーカーにおける千葉県内
唯一の技術認証を得た代理店である。
保守においては十分な技術・能力が必
要であり、契約の性質が競争を許さな
い場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

※3年契約

生体情報モニタの保守契
約（NＩＣＵ）

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年2月8日

株式会社イノメディックス 
千葉営業所

千葉県千葉市中央区都
町2-7-3

¥8,593,200

契約業者は、当該機器の納入業者で
あり、当該メーカーにおける千葉県内
唯一の技術認証を得た代理店である。
保守においては十分な技術・能力が必
要であり、契約の性質が競争を許さな
い場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

※3年契約

生体情報モニタの保守契
約（ＩＣＵ）

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年2月8日

株式会社イノメディックス 
千葉営業所

千葉県千葉市中央区都
町2-7-3

¥8,264,520

予定価格が250万円をこえない工事又
は製造をさせるときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第1号）

防炎カーテン・房掛け 1式

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年2月16日

キングラン・メディケア株
式会社　千葉支社

千葉県船橋市宮本6-30-
8

¥1,497,122

予定価格が160万円をこえない財産の
買入であるため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第2号）

F棟4階トイレの衛生配管
工事

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年1月18日
三機工業株式会社

東京都中央区明石町8-1
¥1,430,000
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当該機器がないと病棟業務に支障が
あり、患者さんにも負担をかけることか
ら緊急に整備が必要とされるため。
（日本赤十字社会計規則第36条第3
号）

F棟1階男子トイレ改修工
事

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年3月4日
小林建設株式会社

千葉県成田市大清水128
¥2,332,000

予定価格が250万円をこえない工事又
は製造をさせるときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第1号）

産婦人科検診台 1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年3月18日

株式会社勝倉医科器械

東京都江戸川区北小岩
2-35-3

¥1,980,000

契約業者は、当院の医療情報システ
ムの開発業者であり、当該基幹システ
ム及び部門システムの構成等を熟知し
ているのは、この開発業者に限られる
ことから、契約の性質又は目的が競争
を許さない場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

病院情報システム保守 1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年3月29日

キヤノンITSメディカル株
式会社

東京都品川区南大井6-
22-7

¥12,667,512

契約業者は、当院の医療情報システ
ムの開発業者であり、当該基幹システ
ム及び部門システムの構成等を熟知し
ているのは、この開発業者に限られる
ことから、契約の性質又は目的が競争
を許さない場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

医療情報システム保守
（院内対応）

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年3月22日

キヤノンITSメディカル株
式会社

東京都品川区南大井6-
22-7

¥17,952,000

契約業者は、当該システムの開発業
者であり、保守を行うことができるの
は、契約業者のみであることから、契
約の性質が競争を許さない場合に該
当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第４
項）

血液ガスシステムの保守 1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年3月27日

ラジオメーター株式会社
東京都品川区北品川4-
7-35

東邦薬品株式会社
千葉県千葉市稲毛区天
台5-21-15

¥7,524,000

契約業者は、当該機器の製造企業で
あり、保守において必要な技術及び部
品を有する者が契約業者のみである
ため、契約の性質又は目的が競争を
許さない場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

※3年契約

レセプト院内審査支援シ
ステムの保守契約

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年3月14日

株式会社ＮＴＴデータ・ア
イ

東京都新宿区揚場町1-
18

¥1,672,704

予定価格が250万円をこえない工事又
は製造をさせるときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第1号）

院内ネットワーク管理及
びサーバクラウドにかか
る業務委託契約

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年3月19日

銚子インターネット株式会
社

千葉県銚子市中央町12
番地13

¥11,490,600

契約業者は、当院のネットワーク環境
及び管理サーバの設計・構築・納入業
者であり、当院のネットワークおよび
ネットワーク機器・サーバ構成を熟知し
ており、障害発生時の復旧対応等を含
めた円滑な運用業務を遂行可能な業
者は契約業者のみであることから、契
約の性質が競争を許さないときに該当
するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第４
項）

A棟1階外来診察室化粧
板貼り工事

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年3月6日
小林建設株式会社

千葉県成田市大清水128
¥1,606,000

契約業者は、当該機器の構成を熟知
しており、トラブル発生時の復旧対応
等を含めた運用業務を遂行可能な業
者は契約業者のみであるため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条11号）

第一種圧力容器の性能
検査前整備

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年3月12日

株式会社ヒラカワ　東日
本支店

東京都江東区富岡2-2-
11

¥1,430,000

予定価格が250万円をこえない工事又
は製造をさせるときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第1号）

直流電源装置の更新工
事

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年2月26日

株式会社きんでん 東京
支社

東京都品川区東五反田
5-25-12

¥20,900,000
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（1）

（2）

（3）

契約業者は、当該機器の製造企業か
らの指定企業であり、必要な保守部品
を有する者が契約業者のみであること
から、契約の性質が競争を許さない場
合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

A棟男子トイレ小便器の
部品交換

25

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年3月30日

TOTOメンテナンス株式
会社　千葉支店

千葉県千葉市稲毛区穴
川3-11-10

¥3,841,310

契約業者は、当該設備の設置業者で
あり、設備を停止させることなく保守点
検を実施できるのは契約業者のみで
あることから、契約の性質が競争を許
さない場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

ナースコール設備の保守
点検業務

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年3月29日

エスパテクノ株式会社

東京都台東区蔵前3-1-
10　 蔵前セントラルビル9
階

¥3,841,310

契約業者は、当該設備の設置業者で
あり、保守においては十分な技術・能
力が必要であり、契約の性質が競争を
許さない場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

医療ガス配管設備の保
守点検業務

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年3月31日

日本メガケア株式会社　
東関東支店

千葉県千葉市若葉区源
町551-7

¥5,791,060

契約業者は、当該設備の設置業者で
あり、保守においては十分な技術・能
力が必要であり、契約の性質が競争を
許さない場合に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4
項）

感染症病床前室他系統
外調機の給気ファン

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年3月25日

進和テック株式会社

東京都中野区本町1-32-
2 ハーモニータワー

¥1,870,000

予定価格が250万円をこえない工事又
は製造をさせるときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第1号）

除外設備の保守点検業
務

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年3月29日

アーパス技研工業株式会
社

東京都中央区日本橋小
舟町4-4

¥1,072,500

予定価格が250万円をこえない工事又
は製造をさせるときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第1号）

歩道修繕工事 1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年3月15日
有限会社サンキョウ総業

千葉県成田市三里塚150
¥1,254,000

予定価格が250万円をこえない工事又
は製造をさせるときに該当するため。
（日本赤十字社会計規則施行細則第
35条第1号）

F棟1階女子トイレ改修工
事

1

成田赤十字病院
管財課
千葉県成田市
飯田町90-1

令和6年3月7日
小林建設株式会社

千葉県成田市大清水128
¥1,650,000

随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみではなく、具体的理由を簡潔に記載する。

備考

公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び

契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。


